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４ 　 扶養親族等の範囲
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１ 　 申告についてのご注意

２ 　 記載についてのご注意

３ 　 添付書類

⑴　 こ の申告書は、 令和８ 年の最初の給与の支払を 受ける 日の前日ま でに、 給与の支払者に提出し てく ださ い。
⑵　 こ の申告書に記載すべき 事項が令和７ 年においてその給与の支払者を 経由し て提出し た申告書に記載し た事項から 異動がない

場合には、 その記載すべき 事項に代えて「 異動がない」 旨を 記載し た申告書（ 以下「 簡易な申告書」 と いいま す。） を 提出する こ
と ができ ま す。 簡易な申告書の提出に当たっ ては、 国税庁ホーム ページに掲載し ている 「 記載のし かた」 を ご 確認く ださ い（ 表
面の二次元コ ード から も ご確認いただけま す。）。

⑶　 こ の申告書の提出後、 記載内容に異動があっ たと き は、 別に異動申告書を 提出する か、 ある いはこ の申告書の該当項目を異動
後の内容に補正し てく ださ い。

⑷　 ２ か所以上から 給与の支払を 受け、 １ か所から 受ける 給与だけでは、 源泉控除対象配偶者に係る 配偶者（ 特別） 控除、 源泉控
除対象親族に係る 扶養控除又は特定親族特別控除及び障害者控除等の控除額の全額が控除し き れない場合には、 源泉控除対象配
偶者や源泉控除対象親族を分けて他の給与の支払者に「 従たる 給与についての扶養控除等申告書」 を提出する こ と ができ ま す。

⑸  年末調整において、 基礎控除、 配偶者（ 特別） 控除又は特定親族特別控除の適用を 受ける 場合には、 所要の事項を 記載し た「 給
与所得者の基礎控除申告書」、「 給与所得者の配偶者控除等申告書」 又は「 給与所得者の特定親族特別控除申告書」 を 作成し 、 令
和８ 年の最後の給与の支払を 受ける 日の前日ま でに給与の支払者に提出する 必要があり ま す。

⑴　 こ の申告書を 簡易な申告書と し て提出する 場合には、「 あ なたの氏名」、「 あなたの住所又は居所」 及び「 あなたの個人番号」 欄
を 記載し 、 前年に提出し た申告書に記載し た事項から 異動がない旨を余白等に記載し てく ださ い。

⑵　「 あなたの個人番号」 及び「 個人番号」 欄には、 それぞれ、 あなた、 源泉控除対象配偶者、 源泉控除対象親族、 年齢 16 歳未満の
扶養親族又は退職手当等を 有する 配偶者・ 扶養親族・ 特定親族のマイ ナン バー（ 個人番号） を 記載する 必要があ り ま すが、 一定
の要件の下、 マイ ナン バー（ 個人番号） の記載を 要し ない場合があり ま すので、 給与の支払者に確認し てく ださ い。

⑶　「 給与の支払者の法人（ 個人）番号」欄には、こ の申告書を 受理し た給与の支払者が、給与の支払者の法人番号又はマイ ナン バー（ 個
人番号） を 記載し てく ださ い。

⑷　「 主たる 給与」 と は、 こ の申告書を 提出し た給与の支払者から 受ける 給与を いい、「 従たる 給与」 と は、 それ以外の給与の支払
者から 受ける 給与を いいま す。

⑸　 源泉控除対象親族が同居老親等であ る 場合には、「 老人扶養親族」 欄の「 同居老親等」 に、 同居老親等以外の老人扶養親族であ
る 場合には、 同欄の「 その他」 にチェ ッ ク を 付けてく ださ い。

　 　 ま た、 源泉控除対象親族が特定扶養親族である 場合には、「 特定扶養親族・ 特定親族」 欄の「 特定扶養親族」 に、 特定親族であ
る 場合には、 同欄の「 特定親族」 にチェ ッ ク を付けてく ださ い。

⑹　「 令和８ 年中の所得の見積額」 欄には、 収入金額等から 必要経費等を 差し 引いた金額を 記載し てく ださ い。 所得の種類が給与で
ある 場合には、 収入金額から 給与所得控除額を差し 引いた金額が給与所得の金額と なり ま す。

　 　 なお、 非課税と さ れる 遺族年金など の所得、 源泉分離課税が適用さ れる 利子、 確定申告を し ないこ と を 選択し た上場株式等の
配当等など については、 源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族等の判定の基礎と なる 所得には含ま れま せん。

⑺　 源泉控除対象配偶者が非居住者である 場合には、「 非居住者である 親族」 欄に○印を 付けてく ださ い。
　 　 ま た、 源泉控除対象親族が非居住者である 場合には、 次のと おり 、「 非居住者である 親族」 欄の該当する 項目にチェ ッ ク を 付け

てく ださ い。
　 イ 　 その親族の年齢が 16 歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上である 場合…「 16 歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上」
　 ロ 　 その親族の年齢が 30 歳以上 70 歳未満で一定の要件を 満たす人（ 下記４ ⑤ロ ハに該当する 人） である 場合 …「 留学」、「 障害者」

　 又は「 38 万円以上の支払」 のう ち該当する 項目（ ２ 以上の項目に該当する 場合はいずれか１ つ）
（ 注）「 非居住者」 と は、 国内に住所を有せず、 かつ、 現在ま で引き 続いて１ 年以上国内に居所を 有し ない人を いいま す。

⑻　「 生計を 一にする 事実」 欄には、 控除対象扶養親族が非居住者である 場合に、 年末調整時に、 令和８ 年中にその親族に送金等を
し た金額の合計額を 記載し てく ださ い（ その非居住者が「 特定親族」 である 場合にはこ の欄を 記載する 必要はあり ま せん。）。

⑼　「 障害者又は勤労学生の内容」 欄には、 それぞれ次の事項を 記載し てく ださ い。
　 イ 　 障害者（ 特別障害者） …障害の状態又は交付を 受けている 手帳など の種類と 交付年月日、 障害の程度（ 障害の等級） など の

　 障害者（ 特別障害者） に該当する 事実。 その人が同一生計配偶者又は扶養親族の場合には、 併せてその人の氏名（ 特別障害者
　 である と き は同居の有無）、 マイ ナン バー（ 個人番号）（ 注）、 住所又は居所、 生年月日、 あなたと の続柄及び令和８ 年中の所得の
　 見積額（ こ れら の事項のう ち「 源泉控除対象配偶者」 欄、「 源泉控除対象親族」 欄又は「 住民税に関する 事項」 欄に記載し てい
　 る 事項については、 氏名を 除き 、 記載を 省略でき ま す。）

　 　 　 ま た、 その同一生計配偶者又は扶養親族が非居住者であ る 場合には、 その旨及び令和８ 年中にその同一生計配偶者又は扶養
　 親族に送金等を し た金額の合計額（ 送金等をし た金額の合計額は、 年末調整時に記載し ま す。）
（ 注） 一定の要件の下、 マイ ナン バー（ 個人番号） の記載を 要し ない場合があり ま すので、 給与の支払者に確認し てく ださ い。

　 ロ 　 勤労学生…学校名と 入学年月日及び令和８ 年中の所得の種類と その見積額
（ 注） 寡婦又はひと り 親のみに該当する 人については、 こ の欄の記載を 要し ま せん。

⑽　 あなたの同一生計内に所得者が２ 人以上いる と き は、 扶養親族等（ 控除対象配偶者、 障害者である 同一生計配偶者、 配偶者特
別控除の対象と なる 配偶者、 控除対象扶養親族、 障害者である 扶養親族又は特定親族を いいま す。） を 他の所得者の扶養親族等と
し たり 、 ま た、 その生計内の扶養親族等を 分けて控除を 受けたり する こ と ができ ま す。 こ のよ う な場合には、 その扶養親族等の
氏名など を 「 Ｄ 」 欄に記載し てく ださ い。

⑾　「 住民税に関する 事項」 欄は、①扶養親族のう ち年齢 16 歳未満の人を 有する 場合及び②退職手当等（ 源泉徴収さ れる も のに限り
ま す。 以下⑾において同じ です。） の支払を 受ける 配偶者（ 所得の見積額が 133 万円以下である 人に限り ま す。）、 扶養親族又は特
定親族を 有する 場合並びに③寡婦又はひと り 親に該当する 場合（ 退職手当等の支払を 受ける 扶養親族を 有する 場合に限り ま す。）
に記載し てく ださ い（ 住民税では、 扶養親族等の要件と さ れる 所得の金額には退職所得の金額は含めないこ と と さ れていま す。）。
退職手当等の支払を 受ける 年齢 16 歳未満の扶養親族について、 退職所得を 含む所得の見積額が 58 万円を 超える 場合には、「 16 歳
未満の扶養親族」 欄は記載せず、「 退職手当等を 有する 配偶者・ 扶養親族・ 特定親族」 欄のみ記載し ま す。 ま た、「 控除対象外国
外扶養親族」 欄又は「 非居住者である 親族」 欄を 記載し た場合には、 下記３ ⑵の確認書類を令和９ 年３ 月15日ま でに住所所在地の
市区町村に提出し なければなら ない場合があり ま す。「 住民税に関する 事項」 欄について、 ご不明な点など があり ま し たら 、 お住ま
いの市区町村へお尋ねく ださ い。

⑴　 年の中途で就職し た人で前職のあ る 人は、 前の勤務先から 交付を 受けた源泉徴収票など を、 ま た、 年の中途で従たる 給与を 主
たる 給与に変更し た人は、 変更前の主たる 給与の支払者から 交付を 受けた源泉徴収票など を 添付し てく ださ い。

⑵　「 Ａ 」 ～「 Ｃ 」 欄に記載し た親族が非居住者である 場合に必要な添付書類等、 手続の詳細
　 は、 国税庁ホームページに掲載し ている 「 非居住者である 親族について扶養控除等の適用を
　 受ける 方へ」 をご確認く ださ い。
⑶　 あなたが、 勤労学生であ る 場合（ 専修学校、 各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生の
　 場合に限り ま す。） には、 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し と 学校長又は職業
　 訓練法人の代表者の証明書を 添付し てく ださ い。

【 ⑬寡婦】　 所得者本人で、次のいずれかに該当する 人のう ち、令和８ 年中の所得の見積額が 500 万円以下（ 給与所得だけの場合は、
給与の収入金額が 6,777,778 円以下）、 かつ、 その所得者と 事実上婚姻関係と 同様の事情にある と 認めら れる 者がいない人（ ⑭のひ
と り 親に該当する 人を 除き ま す。）
イ 　 夫と 離婚し た後婚姻を し ていない人で、④の扶養親族を 有する 人
ロ 　 夫と 死別し た後婚姻を し ていない人又は夫の生死が明ら かでない人

【 ⑭ひと り親】　 所得者本人で、 次の全てに該当する 人のう ち、 令和８ 年中の所得の見積額が 500 万円以下、 かつ、 その所得者と
事実上婚姻関係と 同様の事情にある と 認めら れる 者がいない人
イ 　 現に婚姻を し ていない人又は配偶者の生死が明ら かでない人
ロ 　 その所得者と 生計を 一にする 子（ 他の人の①の同一生計配偶者又は④の扶養親族と さ れている 者を 除き 、 令和８ 年中の総所

得金額等の見積額が 58 万円以下の子に限り ま す。） を 有する 人

【 ⑮勤労学生】　 所得者本人で、 次の全てに該当する 人
イ 　 大学、 高等学校など の学生や生徒、 一定の要件を 備えた専修学校、 各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う 認定職業訓練を
　 受ける 訓練生である こ と 。
ロ 　 自分の勤労に基づいて得た事業所得、 給与所得、 退職所得又は雑所得（ 以下「 給与所得等」 と いいま す。） がある こ と 。
ハ　 令和８ 年中の所得の見積額が 85 万円以下（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が 150 万円以下） であっ て、 そのう ち給

与所得等以外の所得が 10 万円以下である こ と 。

【 ⑪障害者（ 特別障害者）】　 所得者本人又はその①の同一生計配偶者や④の扶養親族で、 次のいずれかに該当する 人
イ 　 精神上の障害によ り 事理を弁識する 能力を 欠く 常況にある 人･･････全て特別障害者になり ま す。
ロ 　 精神保健指定医など から 知的障害者と 判定さ れた人･･････こ のう ち、 重度の知的障害者と 判定さ れた人は、 特別障害者にな

り ま す。
ハ　 精神障害者保健福祉手帳の交付を 受けている 人･･････こ のう ち、 障害等級が１ 級の人は、 特別障害者になり ま す。
ニ　 身体障害者手帳に身体上の障害があ る 者と し て記載さ れている 人･･････こ のう ち、 障害の程度が１ 級又は２ 級の人は、 特別

障害者になり ま す。
ホ　 戦傷病者手帳の交付を 受けている 人･･････こ のう ち、 障害の程度が恩給法別表第１ 号表ノ ２ の特別項症から 第三項症ま での

人は、 特別障害者になり ま す。
ヘ　 原子爆弾被爆者に対する 援護に関する 法律の規定によ る 厚生労働大臣の認定を 受けている 人･･････全て特別障害者にな り

ま す。
ト 　 常に就床を 要し 、 複雑な介護を 要する 人･･････全て特別障害者になり ま す。
チ　 精神又は身体に障害のある 年齢 65 歳以上の人（ 昭和 37 年１ 月１ 日以前に生ま れた人） で、 市町村長、 特別区の区長や福祉

事務所長から イ 、 ロ 又はニに準ずる 障害があ る と 認定さ れている 人･･････こ のう ち、 イ 、 ロ 又はニの特別障害者と 同程度の障
害がある 人は、 特別障害者になり ま す。

【 ⑨源泉控除対象親族】　 ⑤の控除対象扶養親族又は⑧の特定親族のう ち令和８ 年中の所得の見積額が 100 万円以下（ 給与所得だ
けの場合は、 給与の収入金額が 165 万円以下） の人のいずれかに該当する 人
（ 注） 親族の双方がお互いに特定親族に係る 控除の適用を 受ける こ と や、 特定親族に係る 控除の適用を受けている 親族を特定親族

と し て控除の適用を 受ける こ と はでき ま せんので、 ご 注意く ださ い。

【 ⑫同居特別障害者】　 ①の同一生計配偶者又は④の扶養親族のう ち特別障害者で、 所得者、 その配偶者又は所得者と 生計を 一に
する その他の親族のいずれかと の同居を 常況と し ている 人

【 ⑩同居老親等】　 ⑦の老人扶養親族のう ち、 所得者又はその配偶者の直系尊属で、 所得者又はその配偶者のいずれかと の同居を
常況と し ている 人

【 ⑧特定親族】　 所得者と 生計を一にする 年齢 19 歳以上 23 歳未満（ 平成 16 年１ 月２ 日から 平成 20 年１ 月１ 日ま での間に生ま れ
た人） の親族（ 児童福祉法の規定によ り 養育を 委託さ れたいわゆる 里子を 含み、 配偶者及び青色事業専従者等を 除き ま す。） で、
令和８ 年中の所得の見積額が 58 万円超 123 万円以下（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が 123 万円超 188 万円以下） の人

【 ⑥特定扶養親族】　 ⑤の控除対象扶養親族のう ち、 年齢 19 歳以上 23 歳未満の人（ 平成 16 年１ 月２ 日から 平成 20 年１ 月１ 日ま
での間に生ま れた人）

【 ⑤控除対象扶養親族】　 ④の扶養親族のう ち、 次の場合の区分に応じ 、 それぞれ次に該当する 人
イ 　 扶養親族が居住者の場合　 年齢 16 歳以上の人（ 平成 23 年１ 月１ 日以前に生ま れた人）
ロ 　 扶養親族が非居住者の場合  次のいずれかに該当する 人
　 イ 　 年齢 16 歳以上 30 歳未満の人（ 平成９ 年 1 月２ 日から 平成 23 年１ 月１ 日ま での間に生ま れた人）
　 ロ 　 年齢 70 歳以上の人（ 昭和 32 年 1 月１ 日以前に生ま れた人）
　 ハ　 年齢 30 歳以上 70 歳未満の人（ 昭和 32 年 1 月２ 日から 平成９ 年１ 月１ 日ま での間に生ま れた人） のう ち、「 留学によ り 国

内に住所及び居所を 有し なく なっ た人」、「 障害者」 又は「 あ なたから 令和８ 年中において生活費又は教育費に充てる ための
支払を 38 万円以上受けている 人」

【 ⑦老人扶養親族】　 ⑤の控除対象扶養親族のう ち、 年齢 70 歳以上の人（ 昭和 32 年１ 月１ 日以前に生ま れた人）

【 ④扶養親族】　所得者と 生計を一にする 親族（ 児童福祉法の規定によ り 養育を委託さ れたいわゆる 里子及び老人福祉法の規定によ り 養
護を委託さ れたいわゆる 養護老人を含み、配偶者及び青色事業専従者等を除き ます。） で、令和８ 年中の所得の見積額が 58 万円以下の人

【 ②控除対象配偶者】　 ①の同一生計配偶者のう ち、 令和８ 年中の所得の見積額が 1,000 万円以下である 所得者の配偶者

【 ①同一生計配偶者】　 所得者（ こ の申告書を 提出する 人を いいま す。） と 生計を 一にする 配偶者（ 青色事業専従者と し て給与の支
払を 受ける 人及び白色事業専従者（ 以下「 青色事業専従者等」 と いいま す。） を 除き ま す。） で、 令和８ 年中の所得の見積額が 58
万円以下（ 給与所得だけの場合は、 給与の収入金額が 123 万円以下） の人

【 ③源泉控除対象配偶者】　 所得者（ 令和８ 年中の所得の見積額が 900 万円以下の人に限り ま す。） と 生計を 一にする 配偶者（ 青色
事業専従者等を 除き ま す。） で、令和８ 年中の所得の見積額が 95 万円以下（ 給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 160 万円以下）
の人
（ 注） 夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る 控除の適用を 受ける こ と はでき ま せんので、 ご注意く ださ い。

非居住者で あ る 親族につい て
扶養控除等の適用を 受ける 方へ


